
第４期蒲郡市地域福祉計画策定業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

第４期蒲郡市地域福祉計画策定業務の内容並びに同業務に係る公募型プロポーザ

ルの各種手続、要件及び審査等の内容については、次のとおりとする。 

 

第１ 業務の目的 

本業務は、本市の福祉・保健分野における統一的なビジョン・目標を掲げ、１社

会福祉に関する活動への住民参加の促進、２社会福祉を目的とする事業の健全な

発達、３福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策を盛り込んだ第４期蒲郡

市地域福祉計画を策定するにあたり、現在進行中である第３期蒲郡市地域福祉計

画の成果と課題を踏まえ、市の現況や関連施策、住民ニーズを把握するための基

礎調査を実施し、今後の地域福祉の推進に関する課題を整理することを目的とす

る。 

また、本計画は、蒲郡市社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画と一体的に

作成し、１蒲郡市自殺防止対策計画、２成年後見制度利用促進基本計画、３再犯防

止推進計画、４重層的支援体制整備事業実施計画を新たに加え、内容検討も併せ

て行うものとする。 

 

第２ 業務の概要 

１ 業務名 

第４期蒲郡市地域福祉計画策定業務 

２ 業務内容 

第４期蒲郡市地域福祉計画策定業務委託仕様書のとおり 

３ 業務期間 

契約締結後～令和８年３月３１日 

４ 契約上限金額 

金３，９８４，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

令和６年度のみの金額。令和７年度については別途予算計上。 

 

第３ 担当部局 

〒４４３－８６０１ 蒲郡市旭町１７番１号 

蒲郡市福祉部福祉課障害福祉係 

電話 ０５３３－６６－１１０６ 

ファックス ０５３３－６６－３１３０ 

電子メール shogai@city.gamagori.lg.jp 

 

第４ 参加資格要件 

公募型プロポーザルに参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は、次の

すべての要件を満たしていること。 



１ 蒲郡市入札参加資格者名簿において、役務の提供等・調査委託の入札参加資格

に登録されている又は登録の手続き中であること。 

２ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

３ 公募の日から契約締結日までのいずれの日においても、本市契約に係る指名停

止の措置を受けていない者であること。 

４ 「蒲郡市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成２３年４

月１日付け蒲郡市長・蒲郡警察署長締結）に基づく排除措置を受けていない者で

あること。 

５ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがな

されている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開

始の申立てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事

再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経

営状態が著しく不健全である者でないこと。 

６ 平成２６年度以降に、元請け、下請けを問わず、国又は地方公共団体が発注す

る地域福祉計画に関する同種・同類業務を履行した実績を有する者であること。 

 

第５ 参加表明手続 

１ 参加表明書の提出 

参加希望者は、次のとおり参加表明書等を提出しなければならない。 

なお、期限までに参加表明書等を提出しない者又は参加資格要件に該当しない

と認められた者は、このプロポーザルに参加することができない。 

⑴  提出書類及び提出期限 

参加表明書（様式１） 

会社概要（様式は任意） 

⑵  提出期限 

令和６年５月２７日（月）午後５時必着 

⑶  提出場所 

第３ 担当部局と同じ。 

⑷  提出方法 

持参、郵送（書留郵便に限る。）又は電子メールとする。 

⑸  留意事項 

電子メールで書類の提出を行った場合は、提出期限までに担当部局に到着し

ていることを必ず確認すること。 

２ 参加資格の確認等 

⑴  参加資格要件の確認及び提案書提出の要請 

第４に定める参加資格要件に該当するか確認を行い、令和６年６月６日（木）

までに次に掲げる事項を記載した確認結果通知書を通知する。併せて、参加資

格要件を有する者に、提案書の提出を要請する。 

ア 参加資格を有すると認めた者にあっては、参加資格がある旨及び提案書の



提出を要請する旨 

イ 参加資格を有しないと認めた者にあっては、参加資格がない旨及びその理

由並びに所定の期限までに理由について説明を求めることができる旨 

⑵  参加資格を有しないと認めた者は、その理由について、次のとおり書面（様

式は任意）により市長に対し説明を求めることができる。 

ア 提出期限 

令和６年６月１０日（月）午後５時まで 

イ 提出場所 

第３ 担当部局と同じ。 

ウ 提出方法 

持参によること。 

（郵送、ファックス又は電子メールによるものは受け付けない。） 

⑶  市長は、⑵の説明を求められたときは、令和６年６月１８日（火）までに説

明を求めた者に対し理由説明書を通知する。 

 

第６ 提案書の作成要領 

 １ 企画提案書の作成 

提案書の作成を要請された者（以下「提案者」という。）は、次に定めるところ

により提案書を作成し、提出するものとする。 

⑴  提出書類 

ア 蒲郡市市地域福祉計画策定業務 企画提案書 

（様式自由 Ａ４判、１５枚程度、内容は仕様書に沿ったもの） 

イ 令和６年度蒲郡市地域福祉計画策定業務見積書 

見積額は３，９８４，０００円以下とする。 

（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

ウ 令和７年度蒲郡市地域福祉計画策定業務見積書 

（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

⑵  提出期限 

令和６年６月２８日（金）午後５時まで 

⑶  受付場所 

第３ 担当部局と同じ 

⑷  提出方法 

持参又は郵送（書留郵便に限る。）とする。 

⑸  提出部数 

正本２部、副本６部の計８部とする。 

２ 質問及び回答 

本プロポーザルの実施要領や業務委託仕様書、手続きに関して質問がある場合

は、次に定めるところにより質疑応答書（様式２）により質問すること。ただし、

質問することができるのは令和６年６月６日（木）までに本プロポーザルへの参



加資格要件の確認結果通知書を通知され、併せて提案書の提出を要請された者の

みとする。 

⑴  受付期間 

令和６年６月６日(木)から令和６年６月１７日（月）まで 

⑵  受付場所 

第３ 担当部局と同じ 

⑶  提出方法 

担当部局のメールアドレスに電子メールで送付する。 

⑷  回答方法 

令和６年６月２４日（月）に、質問提出者名を伏せ、蒲郡市公式ホームペー

ジ上に当該回答内容を掲載する。 

３ 留意事項 

⑴  電子メールの送信後、担当部局に到着していることを必ず確認すること。 

⑵  提出された質問に関し、質問の意図を確認するため担当部局から質問提出者

へ問い合わせをする場合がある。 

⑶  本プロポーザルの執行に関し担当部局が不適切と判断した質問については、

回答しない。 

 

第７ 失格事項 

次のいずれかに該当した者は、その者を失格とする。 

１ 参加資格要件を満たしていない場合 

２ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

３ 実施要領等で示された、提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事

項等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

４ 契約上限金額を超える提案をした場合 

５ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 

第８ 提案書の審査及び評価 

１ 選定委員会の設置 

提案書の審査、評価及び受託候補者の特定を行うため、第４期蒲郡市地域福祉

計画策定業務プロポーザル選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置する。 

２ プレゼンテーション等の実施 

 プレゼンテーションは行わないが、必要に応じて後日説明を求める場合がある。 

３ 審査項目及び評価基準 

提案書及び見積書により、別紙で示す評価基準に基づき審査及び評価を行う。 

４ 受託候補者の特定方法  

選定委員会において、３の審査及び評価を踏まえ、受託候補者の特定を行う。

各委員の採点に基づき各提案者に順位を付け、第１順位の最も多い提案者を受託

候補者として特定する。ただし、第１順位の最も多い提案者が２者以上いるとき



は、選定委員会において、各委員の採点結果を踏まえた上で、合議により受託候

補者を特定する。 

ただし、提案者の全員が最低基準点以上の点数を得られなかったときは、受託

候補者を特定しない。なお、参加事業者が１者でも審査を行い、最低基準点を満

たしていれば受託候補者として特定する。 

５ 審査結果の通知 

⑴  受託候補者を特定したときは、令和６年７月１９日（金）までに次の事項を

通知するものとする。 

ア 受託候補者名 

イ 受託候補者にあっては、今後の契約手続の旨 

ウ 受託候補者とならなかった者にあっては、その理由及び所定の期限までに

理由について説明を求めることができる旨 

⑵  受託候補者とならなかった者は、その理由について、次のとおり書面（様式

は任意）により市長に対し説明を求めることができる。 

ア 提出期間 

令和６年７月２４日（水）午後５時まで 

イ 提出場所 

第３ 担当部局と同じ。 

ウ 提出方法 

持参によること。 

（郵送、ファックス又は電子メールによるものは受け付けない。） 

⑶ 市長は、⑵の説明を求められたときは、令和６年７月２９日（月）までに説

明を求めた者に対し理由説明書を通知する。 

６ 特定結果の公表 

受託候補者と契約を締結したときは、次の事項を公表するものとする。 

⑴ 業務名 

⑵ 業務内容及び業務期間 

⑶ 受託者の名称及び所在地 

 

第９ 契約に関する基本事項 

１ 契約の締結 

契約に当たっては、本市と受託候補者が当該業務について協議を行い、内容に

ついて合意の上、当該業務仕様書を作成するものとし、その仕様書に基づく見積

書を徴取し、随意契約の方法により契約を締結する。 

２ 契約保証金 

蒲郡市契約規則第２６条の規定による。 

３ 契約書作成の要否 

要する。 

 



第１０ その他 

１ 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

２ 参加表明及び提案に係る書類作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とす

る。 

３ 提出された書類は返還しない。 

４ 提出された書類は提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。 

 

第１１ スケジュール 

本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりである。 

実施内容 実施期限又は期日 

参加表明書の提出 令和６年５月２７日 午後５時まで 

参加資格要件確認結果通知

及び提案書提出要請 
令和６年６月６日 まで 

提案書の提出 令和６年６月２８日 午後５時まで 

提案書審査結果の通知 令和６年７月１９日 まで 

契約締結 令和６年７月３１日 まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

審査項目及び評価基準 

審査項目 評価ポイント 配点 

実施方針・実

施フロー・工

程表・その他 

①業務実施体制 

・業務を実施できる人員又は技術力

が確保されているか。 

・本市の要望等に迅速・柔軟に対応

できるか。 

１０

点 

②業務実績 

・同種、同類の業務経験を有してい

るか。件数だけでなく、実績の内

容・成果が本業務にふさわしいもの

か。 

・本市と同規模以上の自治体への導

入実績があるか。 

１０

点 

企画提案内容 

③提案内容の的確

性 

・事業目的を正しく理解し、その実

現に有効な方針が示されているか。 

・問題点と課題が適切か。 

２０

点 

④調査方法の確実

性 

・実施方法が適切か。 

・分析方法は要件に適しているか。 

・実施方法が具体的で、円滑な業務

履行が可能か。 

１５ 

点 

⑤提案内容の独創

性 

・提案内容に蒲郡市の独自性がある

か。 

１５

点 

参考見積金額 ⑥業務コスト ・提出金額に基づき評価する。 ３０

点 

点数が同点になった場合 

点数が同点になった場合は、次の方法により順位を決定する。 

(1) 審査項目③の点数が高い者を上位とする。 

(2) (1)も同点の場合は、審査項目④と審査項目⑤の点数の合計が高い者を上位と

する。 

(3) (2)も同点の場合は、⑥業務コストが安価な者を上位とする。 

 


